
                               資料 １ 

 

富里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

について 

 

１．制定の理由 

   

家庭的保育事業等における保育士数の基準については，保健師及び看護師を 1 人に限

り保育士とみなしておりました。今般，家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）の改正により，保健師及び看護師に加え，准看護

師を保育士とみなすことが規定されたため，所要の改正を行いました。 

 

２．施行期日 

平成２７年６月１９日改正 

 

参考（省令） 

○家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

（職員） 

第 29 条  小規模保育事業所Ａ型には，保育士，嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし，調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又は第 16 条第１項

の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては，調理員

を置かないことができる。  

２  保育士の数は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とする。  

（１） 乳児 おおむね３人につき１人  

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人  

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね 20 人につき１人（法第６条の３

第 10 項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

（４） 満４歳以上の児童 おおむね 30 人につき１人  

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては，当該小規模保育事業所Ａ型に勤

務する保健師，看護師又は准看護師を，１人に限り，保育士とみなすことができる。  

第 31 条  小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）

には，保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修（市町村長が指定

する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条にお

いて「保育従事者」という。），嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし，

調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型又は第 16 条第１項の規定により搬

入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては，調理員を置かないこと

ができる。  

２  保育従事者の数は，次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ，当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とし，そのうち半数以上は保育士とする。  



（１） 乳児 おおむね３人につき１人  

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人  

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね 20 人につき１人（法第６条の３

第 10 項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

（４） 満４歳以上の児童 おおむね 30 人につき１人 

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては，当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する保健師，看護師又は准看護師を，一人に限り，保育士とみなすことができる。  

第 44 条  保育所型事業所内保育事業所には，保育士，嘱託医及び調理員を置かなけれ

ばならない。ただし，調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第

16 条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所

にあっては，調理員を置かないことができる。  

２  保育士の数は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める数の合計数以上

とする。ただし，保育所型事業所内保育事業所１につき２人を下回ることはできない。  

（１） 乳児 おおむね３人につき１人  

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人  

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね 20 人につき１人（法第６条の３

第 12 項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね 30 人につき１人 

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては，当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する保健師，看護師又は准看護師を１人に限り，保育士とみなすことができ

る。 

第 47 条  事業所内保育事業（利用定員が 19 人以下のものに限る。以下この条及び次

条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条及び

次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には，保育士その他保育に

従事する職員として市町村長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の

機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「保育従事者」という。），

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし，調理業務の全部を委託する小規

模型事業所内保育事業所又は第 16 条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入す

る小規模型事業所内保育事業所にあっては，調理員を置かないことができる。  

２  保育従事者の数は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める数の合計数

に１を加えた数以上とし，そのうち半数以上は保育士とする。  

（１） 乳児 おおむね３人につき１人  

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人  

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね 20 人につき１人（法第６条の３

第 12 項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

（４） 満４歳以上の児童 おおむね 30 人につき１人  

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては，当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する保健師，看護師又は准看護師を，１人に限り，保育士とみなすことがで

きる。 

 


